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説明内容

二国間クレジット制度（JCM）とは
途上国向け低炭素技術イノベーション創出事業の
概要・イメージ

補助対象事業及び補助事業対象国

補助対象者の要件、代表事業者の主な責務

補助事業における利益等排除

採択審査基準のポイント

補助金の交付について

実施スケジュール

応募方法
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途上国への優れた低炭素技術等の普及を通じ、地球規模での温暖化対策に貢献すると
ともに、日本からの温室効果ガス排出削減等への貢献を適切に評価し、我が国の削減
目標の達成に活用する。
CDMを補完し、地球規模での温室効果ガス排出削減・吸収行動を促進することにより、
国連気候変動枠組条約の究極的な目的の達成に貢献する。

日本
ホスト国優れた低炭素技術等の普及や

緩和活動の実施 JCMプロジェクト

両国代表者からなる
合同委員会で管理・運営

日本の削減目標
達成に活用

温室効果ガスの排出
削減・吸収量

計測・報告・検証

クレジット

署名国（１２か国。２０１５年８月１７日時点の署名順。）
モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、
インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ

二国間クレジット制度（JCM）とは
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事業スキーム背景・目的

事業内容

優れた低炭素技術は途上国でもニーズが高いもの
の、そのまま途上国に移転した場合、当該国の環
境規制・制度、文化慣習、資源・エネルギー制約等
の理由から市場に浸透しない可能性がある。
これらの低炭素技術を途上国の特性等に応じ抜本
的に再構築し、世界をリードする低炭素技術の普
及を通じた低炭素社会の実現、市場の獲得及び
CO2削減を同時に達成する。
こうした過程で生み出されたイノベーションにより、
国内の技術開発や他地域への波及等につなげて
いく。

優れた低炭素技術を有する事業者と途上国の技術
ニーズやリノベーション要素をマッチングさせ、途上
国ごとの特性を基に、低炭素技術の抜本的なリノ
ベーションを行う民間事業者に対し当該費用の一部
を補助する。

期待される効果

将来的な二国間クレジットの活用の拡大
途上国における優れた低炭素技術の普及
優良な低炭素技術の真のグローバル競争力を強化

国
民間企業
等

GEC

＜補助率＞
中小企業：対象経費の2/3以下、
中小企業以外：対象経費の1/2以下

補助金補助金

途上国向け低炭素技術イノベーション創出事業の概要途上国向け低炭素技術イノベーション創出事業の概要
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社会インフラ 省エネルギー機器 再生可能・分散型エネルギー

低炭素な公共交通システム
水道施設の最適運用管理システム
廃棄物関連技術
地域冷房プラントシステム

高効率インバータ・モーター技術
空調や冷凍機などの低炭素技術
省エネ空気圧縮システム

途上国向けイノベーション

民間企業

国内還流

低炭素技術開発・実証

途上国内での市場展開・波及

優れた低炭素技術を
ベースに抜本的改良

支援
環境省

他の途上国

途上国

対象技術の例

再エネ発電・熱・コジェネ等技術
自立・分散型低炭素エネルギーシステム
ヒートポンプシステム

途上国向け低炭素技術イノベーション創出事業のイメージ途上国向け低炭素技術イノベーション創出事業のイメージ
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補助対象事業
対象となる低炭素技術が、下記の要件をすべて満たすこと

エネルギー起源CO2排出を削減するもの（再生可能エネルギーまたは省エネル
ギーに関するものに限る）

CO2以外のGHGのみの削減技術や、排出されたCO2の吸収・固定のみに関する
技術ではないこと

主要な要素技術について、研究段階ではなく、日本国内で実証されたものであるこ
と

対象とする国や地域において、当該技術に類似した技術の普及率が低いこと

対象とする国や地域における当該技術に係る市場、需要、規制、慣習、資源制約
等が日本国内における当該事項と大きく異なるため、その普及のために、当該技
術を用いた機器や設備の構成要素等の変更や再構築等が必要であること

対象とする低炭素技術のリノベーション及び実証を行う場所が日本国内であること

ただし、日本国内では諸条件の違いのために実証に必要な試験または検証を行うこと
ができない場合等、必要があると認められる場合は、日本国外における実証も対象と
する

対象とする低炭素技術のリノベーション及び実証が平成29年度末までに完了できる計
画であること
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補助事業対象国

対象とする低炭素技術の普及を図る国が、下記のいずれかに該当

すること。

JCMに係る二国間文書の署名行った国、及び今年度中に署名が見込まれる国
（モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベトナム、ラオス、

インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メキシコ、サウジアラビア、チリ、

ミャンマー、タイ）※

上記以外の、今後JCM二国間文書の署名を行う可能性がある開発途上国

※2015年8月17日現在。事業の開始までに新たに署名を行った国がある場合
は当該国を含む。
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補助対象者の要件
以下の①～⑤のいずれかに該当する日本法人であること。

①民間企業

②独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人

③一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人

④法律により直接設立された法人

⑤その他環境大臣の承認を経てGECが適当と認める者

※上記に該当する日本法人が複数で本補助事業を実施することは可能です。た
だし、一者を代表事業者とし、他の日本法人を共同事業者とする必要があります。

※大学法人、特定非営利活動法人は、応募申請者の要件には合致しません。
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代表事業者の主な責務
補助金の応募等を行い交付の対象者となる者、また二者以上で補
助事業を共同実施する場合の代表の一者である代表事業者は、以
下の責務を負う。

補助事業の全部又は一部を行い、かつ、当該補助事業により財
産を取得する（事業運営管理及び経理を担当する）こと

共同実施の際には、円滑な事業執行と目標達成のために、その
事業の推進に係る取りまとめと進行管理を行うこと

交付規程違反等に係る補助金の返還義務

実績報告書（交付規程第11条）及び事業報告書（交付規程第15
条：補助事業完了日からその年度末までの期間及びその後の3
年間の期間）の提出
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補助事業における利益等排除

●補助対象額決定に際し、利益排除の対象となる調達先

補助事業者が、以下のいずれかの関係にある会社から

調達を受ける場合、補助対象額決定に当たり利益等排除

の対象となる。

① 事業者自身

② 100％同一の資本に属するグループ企業
③ 事業者の関係会社（上記②を除く）

※詳細は、公募要領別添２「補助事業における利益等排除について」を参照のこと
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採択審査基準のポイント
＜A.基礎審査＞

対象とする低炭素技術の普及を図る国がJCM署名（見込み）国に該当するか

対象とする低炭素技術が要件を全て満たしているか

対象とする低炭素技術のリノベーション及び実証を行う場所が日本国内であるか
（ただし、日本国内では実証に必要な試験又は検証を行うことができない場合等必要がある
と認められる場合は、日本国外における実証も対象とする）

対象とする低炭素技術のリノベーション及び実証が3年以内に完了できる計画で
あるか

申請者が国内における法人等であって、民間企業等公募要領で定められた法
人等であるか

＜B.評価審査＞
事業の適合性

リノベーション及び実証内容の妥当性

事業実施体制・実施計画

目標設定・達成可能性

事業化・普及の見込み

採点による
順位決定

全ての項目
を満たす

採択案件決定

評価審査に
進む

11※詳細は、公募要領別紙「採択審査基準」を参照のこと



補助金の交付について
• 交付の申請と決定

– 平成27年度の公募により採択された事業者が提出した補助金の交付
申請書を審査のうえ、補助金の交付が適当と認められたものについて
交付を決定。

– 事業の開始は交付決定後（契約・発注日はGECの交付決定日以降で
あること）。

– 事業実施期間が複数年度であっても、補助対象期間は単年度である
ため、補助金の交付申請等は年度毎に行っていただく必要がある。

• 支払い方法
– 当該年度の補助事業完了後、事業者により提出された年度終了実績
報告書を審査し、また必要に応じて現地調査等を行い、事業の成果が
交付決定の内容に適合すると認められる場合は、交付すべき補助金
の額を決定し、事業者に交付額確定を通知。事業者は精算払請求書
を提出し、補助金が支払われる。
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実施スケジュール

公募開始
採択結果
の通知 交付決定

中間報告 実績報告書

応募書類
提出 審査 事業実施

委員会評価
／審査

検査

8/17

【平成27年度（二次募集）】

【平成28・29年度】

4/30

内容
審査

複数年計画事業のみ

2月末12月下旬～1月上旬10月中旬
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補助金は単年度で 申請→精算払い
複数年度案件は、中間報告時の委員会評価／審査にて承認された場合、次年度に再度交付申請を行う

検査

9/7
公募締切

精算払い

精算払い

交付申請

4月

中間報告 実績報告書

事業実施

委員会評価
／審査

内容
審査

次年度以降の
継続実施可否
を決定する。

「可」の場合、
4月以降に交付

申請

交付申請

交付決定

事業報告書

事業報告書
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代表事業者名 事業名（課題名）

シンフォニアテクノロジー（株） 携帯基地局用低落差マイクロ水力発電システムの開発

東洋紡エンジニアリング（株）
中空糸逆浸透膜による海水淡水化システムの省エネル
ギー化

新日鉄住金エンジニアリング
（株）

未利用バイオマスを活用したエタノール製造システムの構
築

Digital Grid Solutions （株） 未電化地域における太陽光発電を用いた充電サービスの
提供

【参考】平成27年度採択事業（一次募集）



応募方法
• 提出期限
平成27年9月7日（月）正午必着（持参または郵送）
– ファックス及び電子メール（インターネット）での提出は不可

• 提出物
必要書類一式について、正本1部・副本12部
上記書類データを保存したCD-R

• 提出先
〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目19番4号 本郷大関ビル4階
公益財団法人 地球環境センター（GEC）
東京事務所 補助事業グループ：山根・辻

• 応募に関するご質問
ご質問がある場合は、電子メールでお問合せ下さい。
宛先： inov@gec.jp
なお、一次募集期間に寄せられた質問に対する回答はGECウェブサイト「本事
業に関する質問と回答」に掲載しております。
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http://gec.jp/innovation/qa.html


公益財団法人地球環境センター

東京事務所 補助事業グループ（担当：山根・辻）

TEL ：03-6801-8860
E-mail ：inov@gec.jp


